
個人情報ファイルの名称 国民健康保険システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課国民健康保険税係

個人情報ファイルの利用目的 埼玉県国民健康保険（吉川市）資格、保険税を適正に管理するために利用する。

記録項目

1宛名番号､2氏名､3住所､4性別､5生年月日､6本籍･国籍､7親族･続柄､8電話番号､9家族構

成､10扶養関係､11施設入所､12収入状況､13課税状況､14銀行口座､15納税状況､16認定

情報､17特定疾病情報､18個人番号

記録範囲 国民健康保険資格取得者及びその世帯員（資格取得履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法
収納消込、滞納整理、口座管理システム、宛名管理システム、国保都道府県集約システ

ム、住民記録システム、個人住民税システム、本人からの届出等

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先
委託先事業者、他の行政機関、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）の規定による情報照会者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課国民健康保険税係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和6年2月20日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 後期高齢システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課高齢者医療係

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療資格、後期高齢者医療保険料を適正に管理するために利用する。

記録項目

1宛名番号､2氏名､3住所､4性別､5生年月日､6本籍･国籍､7世帯情報､8電話番号､9被保険

者番号､10生活保護情報､11保険料情報､12課税状況､13収入状況､14保険料納付情報､15

滞納情報､16年金情報､17口座情報､18個人番号

記録範囲
後期高齢者医療保険（吉川市）資格取得者及びその世帯員（資格取得履歴がある喪失

者を含む）

記録情報の収集方法
後期高齢者医療電算システム（標準システム）、住民記録システム、個人住民税システ

ム、収納消込システム、口座管理システム、宛名管理システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
□含む　☑含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県後期高齢者医療広域連合、委託先事業者、本人の申告

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課高齢者医療係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 国民年金システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課年金係

個人情報ファイルの利用目的
国民年金事務における資格の取得及び喪失などに利用する。

国民年金の免除・猶予及び学生納付特例事務における審査のために利用する。

記録項目

01宛名番号　02配偶者情報　03扶養関係　04氏名　05電話番号　06国民年金資格情報

07国民年金免除情報　08生年月日　09課税状況　10学校情報　11国民年金受給情報

12障害認定情報　13個人番号

記録範囲 吉川市在住及び転出入者

記録情報の収集方法 住民記録システムからデータ抽出

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
□含む　☑含まない

記録情報の経常的提供先 日本年金機構、委託先事業者、本人の申告

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課年金係

（所在地）〒342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　□有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 国保総合システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

個人情報ファイルの利用目的
・埼玉県国民健康保険（吉川市）における保険給付の計算、申請書の作成及び給付記

録管理のため、利用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5被保険者証記号番号、6宛名番

号、7世帯番号、8続柄、9加入喪失履歴、10一部負担金割合、11高額区分認定情報、12

特定疾病情報、13診療保険医療機関・保険薬局名、14診療年月、15傷病名・医薬品

名、16診療報酬点数、17療養の給付情報、18療養費情報、19高額療養費・高額介護合

算療養費情報、20銀行口座

記録範囲 埼玉県国民健康保険（吉川市）被保険者（加入履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法
国民健康保険システムのデータ連携、医療機関等からの診療報酬の請求、療養費（高額

介護合算療養費を含む）及び高額療養費の申請

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 アシストシステム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

個人情報ファイルの利用目的
・埼玉県国民健康保険（吉川市）における第三者行為に関する求償事務委託及び委託情

報の管理並びに保養施設の助成券の発行及び助成情報の管理のため、利用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5被保険者証記号番号、6職業、7電

話番号、8事故情報（発生年月日、発生時刻、発生場所）、9加害者情報、10被害者情

報、11保養所助成情報（宿泊施設、宿泊数）

記録範囲 埼玉県国民健康保険（吉川市）被保険者（加入履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法 第三者の行為による被害届の受理、保養所利用申込書の受理

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム（国民健康保険）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課　国民健康保険給付係

個人情報ファイルの利用目的
埼玉県国民健康保険（吉川市）加入者における健康診査に必要な受診券データ及び健診

結果の管理のため、利用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6被保険者証記号番

号、7個人番号、8健康診査結果

記録範囲 埼玉県国民健康保険（吉川市）被保険者（加入履歴がある喪失者を含む。）

記録情報の収集方法 特定健診等データ管理システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会、委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 特定健診等データ管理システム（後期高齢者医療制度）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課　高齢者医療係

個人情報ファイルの利用目的
後期高齢者医療被保険者における健康診査に必要な受診券データ及び健診結果の管理の

ため、利用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6被保険者証記号番

号、7個人番号、8健康診査結果

記録範囲 後期高齢者医療被保険者（加入履歴がある喪失者を含む。）

記録情報の収集方法 特定健診等データ管理システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会、委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課高齢者医療係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 ＫＤＢ（国保データベース）システム（国民健康保険）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課　国民健康保険給付係

個人情報ファイルの利用目的

埼玉県国民健康保険（吉川市）被保険者における健診結果の管理に利用する。また、健

診結果を基に、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施における地域の全体像の

把握や個別的支援の対象者の抽出に活用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6被保険者証記号番

号、7健康診査の有無、８医療受診の有無、9介護認定の有無

記録範囲 埼玉県国民健康保険（吉川市）被保険者（加入履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法 国保データベース（ＫＤＢ）システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課国民健康保険給付係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 ＫＤＢ（国保データベース）システム（後期高齢者医療制度）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部国保年金課高齢者医療係

個人情報ファイルの利用目的

後期高齢者医療被保険者における健診結果の管理に利用する。また、健診結果を基に、

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施における地域の全体像の把握や個別的支

援の対象者の抽出に活用する。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6被保険者証記号番

号、7健康診査の有無、８医療受診の有無、9介護認定の有無

記録範囲 後期高齢者医療被保険者（加入履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法 国保データベース（ＫＤＢ）システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）吉川市健康長寿部国保年金課高齢者医療係

（所在地）342-8501　埼玉県吉川市きよみ野一丁目１番地

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☐有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）


